
変更契約情報 

請負人 ㈱堀内建設 代表取締役 堀内 哲也 

工事（業務）名   東流下５号南境３号準幹線築造工事 

原 請 負 金 額 ２１，９２４，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 １１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ２２，９９０，８００ 円   ○増 減額   １，０６６，８００ 円 

変更契約締結年月日  平成 ２０ 年 ３ 月 ６ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 １０ 月 ３１ 日から  平成 ２０ 年 ３ 月 ２４ 日まで 

変 更 内 容 

１．下水道整備の促進を図るため、施工延長をＬ＝４０４．５ｍからＬ＝

５５．８ｍ増工し、Ｌ＝４６０．３ｍに変更する。 
２．上記理由により、組立０号マンホールを２箇所から１箇所増工し３箇

所に、組立１号マンホールを５箇所から２箇所増工し７箇所に変更す

る。 
３．施工延長の増工に伴い、下記のとおり工期を変更する。 
   変更前：平成１９年１０月３１日～平成２０年 ３月１１日 
   変更後：平成１９年１０月３１日～平成２０年 ３月２４日 

 


